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村
川
氏(

官
許
之
姓)

本
国
尾
張
に
て
先
祖
ハ
山
田
太
郎
と
云
云
。
源
氏
と
云
伝
ふ
。
太
郎
の
後
、
山
田
次 

郎
左
衛
門
正
斉
、
東
照
宮
に
仕
へ
て
、
久
松
氏
に
属
す
。
天
正
九
年
四
月
罪
を
獲
て
大
阪マ

マ

に
自
発マ

マ

す
。
子 

正
員
母
ハ
本
多
氏
の
臣
村
川
六
郎
左
衛
門
友
正
の
女
な
り
。
正
斉
死
し
て
後
、
母
子
流
浪
し
て
当
地
に
来
る
。
正
員
外

家
の
姓
を
取
て
村
川
甚
兵
衛
と
号
す
。
子
甚
兵
衛
正
賢
、
其
子
市
兵
衛
正
純
、
安
倍
氏
（
四
郎
五
郎
）
当
国
の
検
便
と

し
て
入
国
の
時
、
大
谷
氏
と
共
に
竹
島
渡
海
の
旨
を
請
ふ
（
竹
島
の
事
委
し
く
ハ
大
谷
氏
の
下
に
記
す
。
其
他
の
事
も

見
合
す
へ
し
）。
時
に
元
和
三
年
な
り
。
明
年
両
人
江
戸
に
至
り
、
安
倍
氏
の
紹
介
に
因
て
、
右
の
旨
を
上
聞
に
達
す
。

五
月
十
六
日
、
渡
海
の
御
免
状
を
賜
ハ
る
。 

従
伯
耆
国
米
子
竹
島
江
先
年
船
相
渡
之
申
、
然
は
、
如
其
今
度
致
渡
海
度
之
段
、
村
川
市
兵
衛
、
天マ

マ

屋
甚
吉
申
上

付
て
、
達
上
聞
候
之
処
、
不
可
有
異
儀
之
旨
被
仰
出
候
間
、
被
得
其
意
渡
海
之
儀
可
被
仰
付
候
。
恐
々
謹
言 

永
井
信
濃
守
尚
政
判 

五
月
十
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

井
上
主
計
頭
正
就
判 

土
井
大
炊
頭
利
勝
判 

酒
井
雅
楽
頭
忠
世
判 

松
平
新
太
郎
殿 

 

家
系
を
も
聞
召
さ
れ
、
登
営
の
命
有
て
、
台
徳
公
に
拝
謁
し
時
服
を
賜
る
。
又
御
紋
の
船
印
・
幕
・
桃
灯 

及
槍
・
手
鉾
・
鉄
炮
等
を
許
さ
る
。
寛
永
二
年
安
倍
氏
の
書
あ
り
。 

 

五
月
十
一
日
之
御
飛
札
、
十
月
七
日
ニ
参
着
。
具
ニ
披
見
并
出
雲
紙
拾
束
贈
賜
、
遠
路
御
志
之
程
、
別
て
令
満
足

候
。
然
は
、
竹
嶋
へ
渡
海
之
儀
、
当
年
は
延
引
之
由
、
左
ニ
存
候
。
如
来
意
小
嶋
之
儀
ニ
候
間
、
年
を
隔
被
相
渡

可
然
候
。
将
又
、
当
年
御
上
洛
も
候
ハ
ヽ
、
出
京
ニ
て
御
礼
可
被
申
上
処
ニ
、
左
無
之
ニ
付
て
、
私
慮
之
由
無
余

儀
義
共
ニ
候
。
来
年
於
御
上
洛
は
被
罷
上
、
御
年
寄
へ
被
懸
御
目
候
儀
、
外
実
共
肝
要
之
至
ニ
候
。
事
々
期
後
度マ

マ

之

時
候
。
恐
々
謹
言 

安
倍
四
郎
五
郎 

十
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

正
之 

花
押 

 

村
川
市
兵
衛
殿 

大
屋
九
右
エ
門
殿 

 

大
谷
氏
其
頃
大
屋
と
云
へ
り
。
明
年
、
大
猷
公
御
上
洛
の
時
、
市
兵
衛
上
京
し
て
拝
謁
す
。
桐
木
・
竹
嶋
串
鮑
を
献
す
。

又
安
倍
氏
の
書
あ
り
。 

 
 

好
便
之
間
一
筆
令
申
候
。
然
は
、
今
度
於
京
都
進
上
仕
度
之
旨
被
申
候
。
桐
之
木
・
串
鮑
、
去
月
土
井
大
炊
頭
殿

御
披
露
被
成
、
一
段
首
尾
能
上
り
申
候
。
竹
島
江
渡
海
様
子
を
も
委
御
尋
、
無
残
所
仕
合
候
条
、
此
旨
可
申
遣
由

大
炊
頭
殿
被
仰
渡
候
条
如
斯
候
。
御
披
露
之
砌
即
小
濱
民
部
方
へ
申
遣
、
江
戸
江
回
さ
せ
候
。
得
と
上
意
付
て
、

小
濱
民
部
万
へ
申
越
、
其
御
請
も
疾
当
著
候
之
間
満
足
可
有
候
。
片
便
宜
故
令
省
略
候
。
委
細
は
期
後
慶
之
時
候
。

恐
々
謹
言
。 

安
倍
四
郎
五
郎 
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霜
月
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名 

花
押 

村
川
市
兵
衛
殿 

参 
 

寛
文
十
五
年
二
月
竹
島
栴
檀
を
献
す
。
江
戸
西
御
丸
郎マ

マ

書
棚
御
書
院
床
の
料
な
り
。 

 
 

一
書
申
入
候
。
其
地
へ
被
参
候
付
、
串
鮑
三
百
入
一
箱
持
参
之
由
、
留
守
居
之
者
共
方
よ
り
、
日
光
へ
被
申
越
候
。

心
付
之
通
祝
着
申
候
。
尚
、
追
て
可
申
候
間
不
具
候
。
恐
惶
謹
言
。 

 
 
 
 
 
 

五
月
六
日 

 
 
 
 
 
 

松
平
右
衛
門
大
夫 

正
綱 

花
押 

追
て
申
入
候
。
御
目
見
之
儀
ハ
伊
豆
方
江
申
入
候
。
以
上
。 

村
川
市
兵
衛
殿 

参 
 

今
朝
は
能
時
分
ニ
御
出
、
伊
豆
守
首
尾
能
御
達
、
一
段
儀
ニ
御
座
候
。
我
等
所
へ
御
見
舞
、
殊
更
鰹
節
一
箱
百
入

預
御
持
参
添
存
候
。
御
礼
如
此
ニ
御
座
候
。
恐
惶
謹
言
。 

九
月
十
六
日 

小
畠
助
右
衛
門 

村
川
市
兵
衛
殿 

人
々
御
中 

 

小
畠
氏
は
伊
豆
守
殿
の
臣
な
り
。
年
紀
詳
な
ら
す
。 

為
歳
暮
之
御
祝
儀
過
朔
日
之
御
状
、殊
手
拭
五
入
一
箱
贈
給
過
分
至
候
。御
手
前
無
事
御
入
候
由
目
出
度
珍
重
候
。

我
等
儀
も
無
恙
有
之
事
候
。
将
又
御
紙
面
之
通
四
郎
五
郎
可
申
聞
候
、
来
春
竹
島
へ
渡
船
、
六
月
中
は
可
有
御
参

勤
旨
、
万
慶
其
節
可
申
承
候
。
恐
々
謹
言
。 

大
久
保
宮
内
少
輔 

十
二
月
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 

正
朝 

花
押 

村
川
市
兵
衛
様 御

返
事 

是
亦
年
紀
詳
な
ら
す
。 

 
 

一
、
百
合
草 

二
、
三
十
粒
程 

 

一
、
に
ん
に
く 

少
シ 

 

一
、
大
竹
五
本
、
長
三
尺
程
花
い
け
に
成
候
様
成 

 

一
、
大
桐 

二
本 

一
、
桐
之
木
乗
物
棒
長
三
間
程
若
有
之
は
御
回 

一
、
せ
ん
た
ん
の
板 

三
枚
長
一
間 

一
、
に
ん
に
く
く
さ
有
之
は
一
本
ニ
て
も 

右
之
材
木
は
大
坂
肥
後
嶋

□
（
空
白
）

屋
清
三
郎
方
迄
御
届
可
被
下
候
。
清
三
郎
方
へ
も
此
段
申
付
候
。 

一
、
書
状
ニ
は
書
不
申
、
当
年
九
右
エ
門
殿
被
参
候
間
、
来
年
は
貴
様
御
越
は
御
無
用
候
。
明
々
年
御
越
可
然
か
と
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被
申
候
。
然
共
、
御
勝
手
次
第
可
被
成
候
。
八
、
九
年
之
間
に
て
御
越
候
得
は
能
御
座
候
。 

一
、
四
郎
五
郎
并
拙
者
名

□
（
空
白
）

書
自
然
竹
島
へ
之
用
之
儀
申
遣
者
可
有
之
候
。
必
承
引
被
仕
間
敷
候
。
此
段
九
右
方

江
今
度
直
ニ
堅
申
渡
候
。
以
上
。 

 
 
 
 
 
 

六
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 

亀
山
庄
左
エ
円 

判 
 
 
 
 

村
川
市
兵
衛
様 

 

又
何
の
年
か
知
り
難
し 

寛
永
年
中
家
僕
竹
島
よ
り
帰
帆
の
時
、
朝
鮮
に
漂
流
し
、
彼
国
人
対
馬
に
送
る
。
対
馬
侯
よ
り
本
府
へ
の
書
左
の
如
し 

 
 

一
書
令
啓
候
。
然
は
、
庄
五
郎
殿
御
領
分
伯
州
之
内
、
米
子
村
之
村
川
市
兵
衛
代
官
弥
三
右
衛
門
竹
島
渡
海
仕
用

所
相
仕
回
、
六
月
之
末
帰
国
之
刻
被
放
風
、
朝
鮮
国
之
内
蔚
山
之
浦
漂
流
仕
候
処
、
日
本
人
故
於
朝
鮮
表
別
て
念

被
入
、
此
方
へ
被
相
送
候
条
、
彼
弥
三
右
衛
門
・
与
七
郎
ニ
我
等
は
相
添
送
遣
候
。
委
曲
渋
川
次
兵
衛
可
申
入
候

間
不
能
一
二
候
。
恐
々
謹
言
。 

宗
対
馬
守 

八
月
廿
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

名 
花
押 

 
 
 
 
 

荒
尾
内
匠
殿 参 

 

尚
以
庄
五
郎
殿
御
在
江
戸
之
由
承
候
故
、
江
戸
ニ
此
等
之
通
直
ニ
申
達
候
。
朝
鮮
ニ
て
之
馳
走
之
様
子
彼
弥
右
衛

門
・
与
七
郎
定
て
可
申
入
候
。 

寛
永
十
四
年
肥
前
嶋
原
の
一
揆
追
討
と
し
て
、
松
平
伊
豆
守
殿
発
向
の
時
、
市
兵
衛
并
大
谷
氏
渡
海
し
て
、 

彼
陣
所
に
赴
き
、
帰
陣
の
時
大
坂
に
至
て
帰
る
。
正
保
二
年
九
月
江
戸
に
至
り
登
営
し
て
拝
謁
す
。
献
す
る
所
栴
檀
板

二
枚
、
桐
二
本
、
正
純
の
子
市
兵
衛
正
清
、
明
暦
三
年
登
営
す
。
竹
島
飽
五
百
を
献
す
。
寛
文
五
年
六
月
登
営
献
す
る

所
、
前
度
に
同
し
。
天
和
二
年
十
二
月
米
子
入
津
の
塩
を
当
家
に
管
す
。
今
猶
然
り
。
正
清
の
子
市
兵
衛
正
勝
、
元
禄

二
年
六
月
登
営
す
。
献
物
先
代
に
同
し
。
同
七
年
竹
嶋
へ
渡
海
せ
し
に
、
若
干
の
朝
鮮
人
上
陸
せ
り
。
即
帰
帆
し
て
、

官
に
達
す
。
同
八
年
命
を
得
て
渡
海
す
。
朝
鮮
人
島
中
に
満
た
り
。
其
両
人
を
捕
て
帰
て
官
に
訴
ふ(

大
谷
氏
の
下
に
詳

也)

。
同
九
年
竹
島
渡
海
御
制
禁
あ
り
。 

 
 

先
年
松
平
新
太
郎
因
州
伯
州
領
知
之
節
、
相
窺
之
伯
州
米
子
之
町
人
村
川
市
兵
衛
・
大
屋
甚
古
竹
島
江
渡
海
至
于

今
難
致
漁
候
。
向
後
竹
島
江
渡
海
之
儀
制
禁
可
申
付
被
仰
出
之
後
可
被
存
其
趣
候
。
恐
々
謹
言
。 

土
屋
相
模
守 

政
直 

戸
田
山
城
守 

忠
昌 

正
月
廿
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

阿
部
豊
後
守 

正
武 

大
久
保
加
賀
守 

忠
朝 

松
平
伯
耆
守
殿 

 

享
保
九
年
四
月
、
江
戸
の
命
有
て
本
府
に
至
り
、
竹
嶋
渡
海
の
始
末
を
官
に
言
上
す
。
興
禅
公
の
時
よ
り
、
御
在
府
の

年
ハ
彼
地
に
て
拝
謁
し
、
御
紋
か
時
服
・
上
下
・
帷
子
等
度
々
賜
ハ
り
、
又
御
紋
の
挑
灯
・
路
地
の
印
符
を
賜
ハ
る
。

然
る
に
、
彼
業
廃
し
て
よ
り
家
産
衰
へ
諸
事
自
然
中
絶
し
て
今
に
至
れ
り
。
数
多
の
旧
記
等
往
年
の
火
災
に
失
ふ
と
云

へ
り
。 
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大
谷
氏(

官
許
之
姓)

、
本
性
和
田
に
て
、
天
正
の
頃
福
島
氏
に
仕
へ
、
木
曽
三
千
貫
の
地
を
領
す
。
故
有 

て
去
て
但
馬
大
屋
谷
に
居
る
。
こ
れ
を
九
右
衛
門
良
清
と
云
ふ
。
良
清
の
子
瀬
兵
衛
永
順
と
云
ふ
。
其
子
玄
蕃
実
真
、

尾
高
城
主
杉
原
氏
に
招
か
れ
て
彼
地
に
来
り
。
姓
を
大
谷
と
す
。
但
馬
の
本
居
に
因
れ
る
な
り
。
父
永
順
、
又
彼
地
に

来
り
、
永
禄
中
没
す
。
源
光
寺
に
幕
あ
り
。
杉
原
氏
亡
ひ
て
後
、
実
真
再
但
馬
に
帰
る
。
元
和
二
年
没
す
。
二
男
一
姪

あ
り(

長
ハ
九
右
エ
門
勝
宗
、
次
ハ
兵
左
エ
門
下
に
云
ふ
。
別
家
の
祖
な
り
。
姪
ハ
甚
吉
と
云
ふ)

。
共
に
米
子
に
来
り
。

遠
近
に
渡
海
し
て
運
送
を
業
と
す
。
同
三
年
甚
吉
越
後
よ
り
帰
帆
の
時
漂
流
し
て
竹
島
に
至
る
。
此
島
は
隠
岐
の
西
北

百
里
許
、
朝
鮮
国
に
五
十
里
と
云
へ
り
。
周
回
十
里
許
。
当
時
人
家
無
く
し
て
山
海
産
物
あ
り
。
喬
木
大
竹
繁
茂
し
、

禽
獣
魚
貝
其
品
を
尽
す
。
就
中
鮑
を
獲
る
に
、
夕
に
竹
を
海
に
投
し
朝
に
こ
れ
を
上
れ
ハ
、
彼
鮑
枝
葉
に
着
く
事
木
ノ

子
の
如
く
、
其
味
又
絶
倫
な
り
し
と
か
や
。
甚
古
帰
て
当
府
の
検
使
安
倍
氏
に
彼
趣
を
達
し
、
以
後
渡
海
せ
ん
と
譜
ふ
。

安
倍
氏
即
江
戸
に
紹
介
し
て
奉
書
を
得
た
り(
村
川
氏
の
条
見
合
す
へ
し)

。
当
時
、
村
川
氏
当
家
と
同
し
く
安
倍
氏
の

懇
命
を
得
た
る
故
に
両
家
に
命
せ
ら
る
。
然
れ
と
も
、
竹
島
渡
海
の
濫
傷
は
当
家
に
在
る
事
上
の
如
し
。
勝
宗
猶
士
気

を
存
す
故
に
、
大
谷
と
称
せ
す
し
て
大
屋
を
号
と
し(
是
又
本
居
に
因
れ
る
な
り)

、
彼
甚
古
を
し
て
事
を
執
ら
し
む
後
、

甚
吉
竹
島
に
没
す
る
か
故
に
止
む
事
を
得
す
。
大
屋
九
右
エ
門
の
名
を
以
て
業
を
継
て
、
爾
来
江
戸
登
営
其
他
の
事
、

村
川
の
条
に
全
く
同
し
故
に
、
数
通
の
書
別
義
な
き
は
こ
れ
を
略
す
。
多
く
村
川
氏
と
年
番
に
江
戸
に
至
れ
り
。 

 
 

卯
月
三
日
之
来
札
披
見
、
今
度
惣
助
罷
下
遂
面
談
候
所
、
其
方
達
者
候
得
共
、
眼
病
碇
無
之
由
申
ニ
付
、
此
度
元

服
為
致
九
右
エ
門
と
名
改
、
御
老
中
江
も
差
出
、
過
廿
八
日
首
尾
能
致
御
目
見
候
間
、
難
有
義
大
慶
可
有
之
候
。

委
細
ハ
惣
助
可
為
演
説
候
。
且
右
下
緒
一
具
贈
給
欣
然
之
至
候
。
我
等
儀
も
一
段
父
子
共
無
事
在
候
間
可
御
心
安

候
。
竹
嶋
江
之
用
事
惣
助
ニ
書
付
申
談
候
。
猶
期
後
音
候
。
恐
々
謹
言
。 

安
倍
四
郎
五
郎 

名 

花
押 

六
月
二
日 

大
屋
九
右
衛
門
様 

尚
以
惣
助
爰
元
ニ
お
ゐ
て
代
々
之
名
九
右
エ
門
と
申
上
候
間
、
其
方
名
を
替
緩
々
と
休
息
可
然
、
委
細
ハ
惣
助
ニ

申
含
候
。
以
上
。 

 

四
月
三
日
之
一
翰
令
披
見
候
。
然
は
、
貴
殿
儀
病
気
ニ
付
て
、
為
名
代
同
姓
惣
助
御
下
候
。
同
苗
四
郎
五
郎
肝
煎

ニ
て
、
首
尾
克
御
目
見
被
仕
候
間
可
有
恐
悦
候
。
随
て
下
緒
大
小
一
具
贈
給
忝
存
候
。
将
又
、
我
等
一
類
共
堅
固

相
勤
候
。
猶
期
後
音
之
時
候
。
恐
々
謹
言
。 

安
倍
忠
右
エ
門 

正
義 

花
押 

五
月
晦
日 

 
 
 
 
 
 
 

大
屋
九
右
エ
門
様 

猶
々
惣
助
儀
生
付
能
、
御
手
前
仕
合
と
我
等
兄
弟
共
寄
合
申
事
候
、
可
有
御
満
足
候
。
以
上
。 

 

正
月
八
日
別
紙
之
御
状
令
披
見
候
。
去
冬
首
尾
克
公
方
様
江
御
目
見
難
有
被
存
候
旨
尤
候
。
我
等
儀
も
弥
無
事
有

之
事
候
。
来
春
竹
嶋
へ
船
被
相
渡
候
旨
、
無
事
着
岸
之
左
右
可
承
候
。
材
木
之
儀
ハ
両
人
江
之
書
状
申
達
候

□
（
空
白
）

重

て
ハ
子
息
御
目
見
可
被
指
越
之
由
令
承
候
。
一
段
可
然
候
。
無
気
遣
御
越
可
有
之
候
。
猶
期
後
音
候
。
恐
々
謹
言
。 

安
倍
四
郎
五
郎 

名 

花
押 

正
月
晦
日 

大
屋
九
右
エ
門
様 

御
返
報 
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右
何
レ
も
年
紀
詳
な
ら
す
。
二
代
の
九
右
エ
門
勝
美
と
云
へ
り
。
寛
文
六
年
竹
島
よ
り
帰
帆
の
時
、
朝
鮮
国
釜
山
浦
に

漂
流
し
、
漸
く
彼
国
に
上
陸
す
。
国
王
対
馬
に
送
る
時
、
食
糧
を
給
す
。
其
目
録
二
通
今
蔵
す
。 

漂
倭
処
別
贈 

頭
倭
一
人 

 
 
 
 

白
米
弐
斗 

 
 
 
 

白
紙
弐
巻 

従
倭
二
十
一
名 

 
 
 
 

白
米
各
壱
斗 

 
 
 
 

白
紙
各
壱
巻 

丙
午  

九
月
日          
文
字
難
読 

巡
察 

(

花
押) 

 

右
一
通 

 
 

漂
倭
二
十
二
人 

 
 

白
米
拾
肆
石
拾
斗 

 
 

大
ロ
魚
壱
百
拾
尾 

 
 

清
酒
弐
拾
弐
瓶 

 
 

東
瓜
弐
拾
弐
塊 

 
 

生
鮮
弐
拾
弐
東 

 
 

甘
醤
陸
斗
陸
升 

際 

是
亦
難
読 

 

丙
午 

十
月
日 

   

右
一
通 

 

一
筆
申
入
候
。
大
屋
九
右
衛
門
、
当
夏
磯
竹
江
渡
候
船
之
内
一
艘
朝
鮮
国
江
被
放
、
船
は
破
損 

 

候
得
共
、
人
ハ
損
不
申
釜
山
海
よ
り
宗
対
馬
殿
江
送
届
候
由
、
対
馬
殿
よ
り
殿
様
大
坂
御
屋
敷
迄 

 

申
来
候
。
右
之
様
子
対
馬
殿
よ
り
言
上
之
上
を
以
、
重
て
御
左
右
可
在
之
と
間
へ
申
候
間
、
迫
付 

 

様
子
可
相
間
候
。
無
異
儀
罷
戻
ニ
て
可
在
之
候
。
右
之
者
共
妻
子
行
末
不
存
歎
居
可
申
候
間
、
右 

 

之
趣
被
仰
間
候
ハ
ヽ
安
堵
可
申
候
。
此
通
大
屋
江
可
申
度
候
。
恐
々
謹
言
。 

荒
内
匠 

名 

花
押 

 

十
一
月
廿
二
日 

坂
川
分
左
エ
門
殿 

大
脇
多
左
エ
門
殿 

 

磯
竹
は
竹
島
な
り
。
三
代
九
右
衛
門
勝
信
と
云
ふ
。
竹
島
の
東
に
周
回
二
十
丁
許
の
島
あ
り
。
松
島
と
呼
へ
り
。
隠
岐
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よ
り
六
十
里
余
な
る
へ
し
。
厳
有
公
の
時
、
彼
安
倍
氏
の
紹
介
に
て
此
島
を
賜
ふ
。
竹
島
と
同
し
く
海
鹿
魚
油
を
取
れ

り
。
四
代
九
右
衛
門
勝
房
七
歳
に
し
て
父
没
す
。
別
家
藤
兵
衛
某
仮
ニ
九
右
衛
門
と
改
名
し
、
参
府
す
へ
き
の
命
有
り
。

元
禄
七
年
三
月
江
戸
に
至
り
登
営
す
。
時
服
を
賜
ハ
る
。
今
別
家
の
重
宝
と
す
。
同
八
年
竹
島
に
渡
海
せ
し
に
、
朝
鮮

人
上
陸
す
る
者
若
干
な
り
。
其
情
測
る
へ
か
ら
す
。
且
人
数
も
あ
ら
さ
れ
は
帰
帆
し
て
官
に
運
す
。
明
年
命
を
得
て
武

器
を
載
せ
て
至
る
。
朝
鮮
人
彼
島
の
大
坂
浦
に
遁
る
。
残
る
者
二
人
な
り
。
即
こ
れ
を
捕
へ
帰
帆
し
て
、
又
官
に
訴
ふ
。

命
有
て
藤
兵
衛
異
人
を
具
し
て
本
府
に
至
る
。
番
士
加
納
氏
・
尾
関
氏
守
護
た
り
。
異
人
江
戸
に
召
さ
れ
て
本
土
に
送

ら
る
。
後
彼
国
よ
り
竹
島
は
朝
鮮
の
地
た
る
よ
し
、
頻
に
言
上
に
及
ふ
。
官
議
し
て
日
本
管
内
た
る
へ
き
旨
証
文
を
上

ら
ハ
、
以
後
朝
鮮
に
預
け
給
ふ
可
き
の
命
あ
り
。
彼
国
そ
れ
を
奉
す
。
因
て
当
家
渡
海
の
初
よ
り
七
十
八
年
に
し
て
禁

制
せ
ら
る(

当
時
柳
沢
氏
の
一
条
に
て
宮
外
事
と
省
る
事
能
ハ
す
。
遂
に
爰
に
至
る
と
云
へ
り)

。
当
家
数
日
異
人
を
置

し
一
室
、
三
十
年
迄
ハ
存
せ
し
と
云
へ
り
。
勝
房
従
来
の
家
産
を
矢
ふ
か
故
に
去
て
出
雲
に
在
り
し
に
、
本
府
の
内
命

あ
り
。
因
て
帰
て
城
下
魚
鳥
買
売
を
管
し
て
業
と
す
。
今
猶
然
り
。
大
広
公
の
時
、
本
府
登
城
拝
謁
を
許
さ
る(

以
前
は

御
在
府
の
年
、
彼
地
に
て
拝
謁
せ
し
な
り) 

 

大
谷
九
右
衛
門 

其
方
儀
御
在
国
之
節
年
頭
御
目
見
願
之
通
被
仰
付
候
。 

 
 
 
 

子
八
月
廿
二
日 

 

又
何
の
時
に
や
、
時
服
上
下
等
を
賜
ハ
リ
、
本
府
に
至
て
拝
謝
せ
し
時
、
左
の
書
を
賜
ハ
れ
り
。 

今
度
時
服
被
遣
為
御
礼
当
地
被
参
由
ニ
て
、
前
刻
は
入
来
塩
鮑
一
器
給
令
満
足
候
。
令
他
出
不
能
面
談
候
。
将
又

過
日
は
磯
竹
百
合
草
并
花
入
竹
給
令
祝
着
候
。
恐
々
謹
言
。 

 
 

言 
 
 
 

七
月
晦
日 

 
 
 
 
 
 

名 

花
押 

表 
 
 

大
屋
九
右
エ
門
殿 

 

荒
志
摩 

元
文
中
勝
房
江
戸
に
至
り
願
ふ
事
あ
り
。
是
は
長
崎
貫
物
割
符
問
屋
の
数
に
加
ハ
ら
ん
と
な
り
。
官
の
内
命
を
得
て
長

崎
奉
行
に
願
書
を
達
す
れ
と
も
、
許
容
無
し
。
又
上
野
宮
に
依
て
本
府
に
懇
願
す
。
是
は
其
叔
父
藤
八
徳
田
主
水
と
改

号
し
て
京
都
に
住
し
、
冷
泉
家
に
遇
す
。
冷
泉
家
上
野
宮
の
御
叔
父
た
り
。
又
桜
井
三 

位
殿
の
妹
、
江
戸
の
女
官
た
り
。
其
姉
松
平
大
和
守
殿
の
母
な
り
。
主
水
か
姓
と
す
る
所
の
徳
田
氏
、
大
和
守
殿
に
由

縁
あ
り(

此
処
原
書
詳
な
ら
す)

。
故
を
以
て
桜
井
家
・
冷
泉
家
の
書
を
得
て
、
上
野
宮
に
事
を
達
せ
し
も
の
な
り
。
寛

保
元
年
十
二
月
官
の
坊
官
よ
り
本
府
の
御
宿
坊
に
書
を
達
す
。
往
復
数
度
な
り
。
延
享
元
年
帰
国
す
。
明
年
四
月
本
府

に
て
御
書
を
給
ハ
る
。 

 
 
 

其
方
儀
、
上
野
宮
様
被
為
為マ

マ

添
御
言
葉
候
段
被
成
御
承
知
候
。
其
旨
相
心
得
可
申
候
。 

後
又
江
戸
に
至
て
命
を
俟
し
か
、
長
崎
貫
物
問
屋
挙
錯
年
限
あ
る
を
以
て
こ
れ
を
許
さ
れ
す
、
勝
房
当
時
米
子
町
の
役

人
た
り
。
公
用
有
て
召
還
さ
る
。
又
、
参
府
せ
ん
と
決
し
か
果
さ
す
し
て
死
す
。
宝
暦
四
年
な
り
。
爾
来
諸
事
を
復
せ

す
、
本
府
登
城
も
自
然
に
中
絶
し
て
今
に
至
る
と
云
へ
り(

原
書
大
屋
を
大
谷
姓
に
復
せ
し
事
を
脱
□
す)

。 
   


